
 

土木詳細設計業務における照査の実施に関する特記仕様書 

 

 

○照査の実施 

  

１．受注者は、業務の実施にあたり、照査を適切に実施しなければならない。 

詳細設計においては、成果物をとりまとめるにあたって、設計図、設計計算書、数量計

算書等について、それぞれ及び相互（設計図－設計計算書間、設計図－数量計算書間等）

の整合を確認するうえで、確認マークをするなどして分かりやすく確認結果を示し、間違

いの修正を行うための照査（以下「赤黄チェック」という。）を原則として実施する。 

なお、赤黄チェックの資料は、監督員の請求があった場合は速やかに提示しなければな

らない。 

 

２．照査技術者は、成果物納入時の照査報告の際に、赤黄チェックの根拠となる資料を発

注者に提示するものとする。 

 

 


